
　英語のわかる日本人弁理士と日本語のわかる米国人特許

 弁護士２人の講師陣が共同/同時に添削および演習を行います

◇日本弁理士会継続研修講座申請中（8単位)◇

◆受講対象者◆　特許翻訳の仕事に既に従事、フリーランスで仕事をしている方、弁理士の方、
　　　　　　　　　　　 発注者の立場から作品を見極める方
◆日　時◆　平成22年、8/31, 9/14, 9/28, 10/19  隔週火曜日：18:30～21:00pm 4日/4回、計10時間

◆申込区分◆　①事前に課題の提出と添削・演習を受ける方、②演習授業を聴講する方（質問可）

◆受講料◆

◆課題技術分野◆　電気（化学の要素含む）　を扱います。
◆会　場◆　エイバックズーム教室(千代田区神田小川町3-2ｻﾆｰﾋﾞﾙ4F)、又は総評会館/商工会館（予定）
◆定　員◆　①添削演習受講　12名（先着順）　②演習聴講　18名 　　*①割引対象：翻訳上級、中間処理翻訳、明細書意見書
◆申込期限◆　①の申込者8/4（水）、②の申込者8/17（火）、メールまたはＦＡＸで

日時（曜） 演習の対象 　　　　　　 授業・演習の内容

8月31日（火）
18:30～21:００

英文和訳

9月14日（火）
18:30～21:００

英文和訳

9月28日（火）
18:30～21:００

和文英訳

10月19日（火）
18:30～21:００

和文英訳

　　右コースの受講を申し込みます。　
①（添削・演習） 62000円 （　　　）

①（修了生割引） 52000円 （　　　）
特許翻訳上級、中間処理翻訳、明細書・意見書

（弁理士の方：登録番号：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） ②（演習聴講） 48000円 （　　　）

（資料等送付先）　会社・事務所名：

ＦＡＸ
（必須）
E-mail

例題2.　Claim(s)以外より重
要な部分を課題とします

例題2．Claim(s)を課題とし
ます

有原、ファラー

有原、ファラー

例題1.　Claim(s)以外より重
要な部分を課題とします

例題１．Claim(s)を課題とし
ます

②聴講受講者は課題の提出はありません。
添削・講評資料を配布、演習に参加と質問も
出来ます。

演習・受講
の方法

①（一般）、62000円　①*（修了生）52000円  （消費税別） ②48000円　（消費税別）

TEL

FAX 03-3292-2701　（株）エイバックズームお申込はFAXで

実施日　（４日間）

Ｈ２２年
各日、火曜日夜
８/３１日、　９/１４日
９/２８日、１０/１９日

受講申込区分に○　（消費税別）

当社は日本弁理士会の外部研修機関として認定済みです。この研修を受
講し、所定の申請をすると外部研修として８単位が認められる予定です。

ファラー、有原

ファラー、有原

住所（〒）　

氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印

コース4回の概要

特許翻訳上級アドバンスト コース　2010年８月開講 申込書

担当講師

①添削・演習受講者には予め課題（宿題）をメール
で提出していただきます。提出された課題を添削し、
演習の材料とする予定です（個人名は出しません）。

課題提出の範囲

　　　　　　　      アドバンスト コース（4日:10時間）
　　　　　　　　　　　　　　　    隔週4回（夜）、2010年8月～10月開催

 　　　　　　　講師陣

弁理士、有原幸一先生
（久遠特許事務所副所長）
千葉大学理学部化学科卒
昭和６３年弁理士登録
日本バイオインダストリー協会会員
日本弁理士会元常議員、エイバック特
許翻訳上級コース常任講師
日本弁理士会研修所副所長

米国特許弁護士
Joseph　P. Farrar先生
（オリオンコンサルティング有限会社代
表取締役）
ニューヨーク州弁護士登録１９９６
米特許商標庁登録２００３
ＡＩＰＬＡ会員
エイバック特許翻訳上級コース講師
知的財産翻訳検定試験委員会会員

　（株）エイバックズーム      〒101-0052東京都千代田区神田小川町3-2ｻﾆｰﾋﾞﾙ4F
TEL　03-3292-2700　FAX　03-3292-2701　http://www.zoomin.co.jp/　E-mail staff@zoomin.co.jp

第１回

特許翻訳上級

　本コースには、原文となる、英文明細書又は日本文明細書の書き振りを、
それぞれ米国人弁理士又は日本人弁理士の立場から、必要に応じて解析
することが含まれています。日本語のわかる米国人特許弁護士と、英語の
わかる日本人弁理士が同時に講師を務めるという特異な環境下、レク
チャーが進行します。全４回のコースを通じて、特許翻訳上想定されるさま
ざまな課題について、候補となる解決策の「pros and cons （是非）」を論じ
合います。

　英日翻訳について２回、日英翻訳について２回、全４回行うこととしていま
す。翻訳者の方にとっては、特許翻訳の技量に加え、特許翻訳のあるべき
姿をより深く学ぶ機会となることを企図しています。また、弁理士の方にとっ
ては、外国出願業務の柱となる明細書の翻訳について、その要締を確認す
る場となるように企画しています。

事前に、有原・ファラー両講師個別の視点から
添削・講評が加えられ、更に演習では両講師・
受講者で次の論点を議論します。
１．原文を読み解く法＜代理人はいかに明細書
を読み解くか＞
2．代理人から見た翻訳者が許される訳文作成
の許容範囲と考え方
3．代理人が作品を見る重要なチェックポイント
4．後工程に親切な翻訳姿勢と納品方法


